
 

 

令和 5 年 3 月 

浜田市議会定例会議議案 

 

 

 

 

 

 令和 5 年 2 月 24 日 



令和 5 年 3 月浜田市議会定例会議付議事件 

 

議 案 

議案第 2 号  浜田市ケーブルテレビ施設条例及び浜田市ケーブルテレビ施設

分担金徴収条例を廃止する条例について 

議案第 3 号  浜田市まちなか交流プラザ条例の制定について 

議案第 4 号  浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

議案第 5 号  浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準

に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第 6 号  浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

議案第 7 号  浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例について 

議案第 8 号  浜田市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例

の一部を改正する条例について 

議案第 9 号  財産の取得について（「道の駅」ゆうひパーク浜田） 

議案第 10 号  小国辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

議案第 11 号  令和 4 年度浜田市一般会計補正予算（第 14 号） 

議案第 12 号  令和 4 年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 13 号  令和 4 年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 14 号  令和 4 年度浜田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号） 

議案第 15 号  令和 4 年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 16 号  令和 4 年度浜田市水道事業会計補正予算（第 3 号） 

議案第 17 号  令和 4 年度浜田市工業用水道事業会計補正予算（第 1 号） 

議案第 18 号  令和 4 年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第 4 号） 

議案第 19 号 令和 5 年度浜田市一般会計予算 

議案第 20 号 令和 5 年度浜田市国民健康保険特別会計予算 

議案第 21 号 令和 5 年度浜田市駐車場事業特別会計予算 

議案第 22 号 令和 5 年度浜田市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第 23 号 令和 5 年度浜田市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第 24 号 令和 5 年度浜田市生活排水処理事業特別会計予算 

議案第 25 号 令和 5 年度浜田市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第 26 号 令和 5 年度浜田市水道事業会計予算 

議案第 27 号 令和 5 年度浜田市工業用水道事業会計予算 



議案第 28 号 令和 5 年度浜田市公共下水道事業会計予算 

同 意 第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

報 告 

報 告 第 1 号 専決処分の報告について（事故の損害賠償の額の決定） 

報 告 第 2 号 専決処分の報告について（浜田漁港 4 号荷さばき所建設に伴う

建築主体工事の変更契約） 

報 告 第 3 号 専決処分の報告について（浜田漁港 4 号荷さばき所建設に伴う

電気設備工事の変更契約） 

報 告 第 4 号 専決処分の報告について（浜田漁港 4 号荷さばき所建設に伴う

機械設備工事の変更契約） 
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議案第 2 号 

 

浜田市ケーブルテレビ施設条例及び浜田市ケーブルテレビ施設分担金

徴収条例を廃止する条例について 

 

浜田市ケーブルテレビ施設条例及び浜田市ケーブルテレビ施設分担金徴

収条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市ケーブルテレビ施設条例及び浜田市ケーブルテレビ施設分担金

徴収条例を廃止する条例 

 

次に掲げる条例は、廃止する。 

⑴ 浜田市ケーブルテレビ施設条例（平成 17 年浜田市条例第 27 号） 

⑵ 浜田市ケーブルテレビ施設分担金徴収条例（平成 17 年浜田市条例第

28 号） 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この条例

による廃止前の浜田市ケーブルテレビ施設条例又は浜田市ケーブルテレ

ビ施設分担金徴収条例の規定により納付することとされた使用料、分担金

等については、廃止前のこれらの条例の規定は、施行日以後も、なおその

効力を有する。 

3  施行日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお従前

の例による。 

（浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

4  浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成 20 年浜田市条例第 37 号）の一部を次のように改正する。 

別表浜田市ひゃこるネットみすみ放送番組審議会委員の項を削る。 
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議案第 3 号 

 

浜田市まちなか交流プラザ条例の制定について 

 

浜田市まちなか交流プラザ条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市まちなか交流プラザ条例 

 

（目的及び設置） 

第 1 条 若者等の世代を超えた出会い及び市民相互の交流の拠点として、若

者が暮らしたいまちづくりを推進し、もって地域の活性化を図るため、地

方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 1 項の規定に基づき、

浜田市まちなか交流プラザ（以下「交流プラザ」という。）を浜田市田町 1668

番地に設置する。 

（事業） 

第 2 条 交流プラザは、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 若者等と地域とをつなぎ、賑わいを創出する事業 

⑵ 多様な市民の交流及び活動の場の提供 

⑶ その他交流プラザの設置の目的を達成するために必要な事業 

（開館時間及び休館日） 

第 3 条 交流プラザの開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。た

だし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休

館日を設けることができる。 

⑴ 開館時間 午前 9 時から午後 9 時（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日は、午後 6 時）ま

で 

⑵ 休館日 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日まで 

（入館の制限） 

第 4 条 市長は、交流プラザに入館する者（以下「入館者」という。）が次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退去を命ず

ることができる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗に反して使用するおそれがあるとき。 

⑵ 交流プラザの施設、設備又は器具（以下「施設等」という。）を汚損し、

損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあるとき。 

⑶ その他交流プラザの管理上支障があると認められるとき。 

（セミナールームの使用許可） 

第 5 条 交流プラザのセミナールーム（以下「セミナールーム」という。）を

使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

2  市長は、セミナールームの管理上必要があると認めるときは、前項の許
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可に条件を付することができる。 

3  市長は、第 1 項の規定により使用の許可を受けようとする者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないものとする。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗に反して使用するおそれがあるとき。 

⑵ セミナールームを汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。 

⑶ 営利その他これに類する目的のために使用するとき。 

⑷ 政治目的又は宗教的活動のために使用するとき。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2 条第 2 号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不

法行為を行うおそれがある組織の利益になる使用をするとき。 

⑹ その他管理上支障があると認める使用をするとき。 

（セミナールームの使用の制限） 

第 6 条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変

更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。 

⑴ 前条第 1 項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が許可を受け

た使用の目的に違反したとき。 

⑵ 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

⑶ 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

⑷ その他セミナールームの管理上特に必要と認められるとき。 

2  前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しく

は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその

賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第 4 号に該当する場合は、

この限りでない。 

（セミナールームの目的外使用等の禁止） 

第 7 条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外の目的にセミナールームを

使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（セミナールームの使用料） 

第 8 条 使用料は、別表に掲げるとおりとする。 

2  使用者は、市長に前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市

長が後納を認めるときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第 9 条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。 

（使用料の不還付） 



6 

第 10 条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さ

ない理由その他市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部

を還付することができる。 

（原状回復の義務） 

第 11 条 使用者は、セミナールームの使用を終了したとき、又は第 6 条第 1

項の規定により使用の中止を命じられたときは、速やかに使用したセミナ

ールームを原状に回復して返還し、又は搬入した器具等を撤去しなければ

ならない。 

（損害賠償等の義務） 

第 12 条 使用者又は入館者は、施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失

したときは、直ちにその旨を市長に届出をし、その損害を賠償しなければ

ならない。 

（委任） 

第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

2  この条例の施行の日以後の使用に係るセミナールームの使用の許可その

他交流プラザの運営に関し必要な行為は、同日前においても行うことがで

きる。 
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別表（第 8 条関係） 

名称 使用料 

セミナールーム 1 1 時間につき 330 円 

セミナールーム 2 1 時間につき 330 円 

備考 使用時間に 1 時間未満の端数が生じたときは、当該端数は 1 時間と

みなして算定する。 
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議案第 4 号 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市手数料条例の一部を改正する条例 

 

浜田市手数料条例（平成 17 年浜田市条例第 70 号）の一部を次のように改

正する。 

別表第 9 第 1 項各号を次のように改める。 

⑴ 当該住宅について建築

物エネルギー消費性能基

準等を定める省令（平成

28 年経済産業省・国土交

通省令第 1 号。以下この

表、別表第 11、別表第 17

及び別表第 19 において

「省令」という。）第 10

条第 2 号イ⑴及び同号ロ

⑴の基準（以下この表及

び次表において「誘導標

準計算基準」という。）を

用いて評価を行う場合 

  

ア 床面積の合計が 200

㎡未満のもの 

1 件 34,000 円（住宅基準適合証等（住

宅の品質確保の促進等に関する法

律第 5 条第 1 項に規定する登録住

宅性能評価機関が作成した都市の

低炭素化の促進に関する法律第

54 条第 1 項各号に掲げる基準（以

下この表において「認定基準」と

いう。）に適合していることを示す

書類又は市長の定めるその他の図

書をいう。以下この表及び次表に

おいて同じ。）の提出がある場合に

あっては、5,000 円） 

イ 床面積の合計が 200

㎡以上のもの 

1 件 38,000 円（住宅基準適合証等の提

出がある場合にあっては、5,000

円） 

⑵ 当該住宅について省令   
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第 10 条第 2 号イ⑵及び

同号ロ⑵の基準（以下こ

の表及び次表において

「誘導仕様基準」とい

う。）を用いて評価を行う

場合 

ア 床面積の合計が 200

㎡未満のもの 

1 件 18,000 円（住宅基準適合証等の提

出がある場合にあっては、5,000

円） 

イ 床面積の合計が 200

㎡以上のもの 

1 件 19,000 円（住宅基準適合証等の提

出がある場合にあっては、5,000

円） 

別表第 9 第 2 項中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成

28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号。以下この表、別表第 11、別表第 17

及び別表第 19 において「省令」という。）」を「省令」に改め、「第 3 号」の

次に「又は第 4 号」を加え、同項第 3 号中「について」の次に「誘導標準計

算基準を用いて」を加え、同項に次の 1 号を加える。 

⑷ 当該建築物の住宅部分

について誘導仕様基準を

用いて評価を行う場合 

  

ア 住宅部分の床面積の

合計が 300 ㎡未満のも

の 

1 件 32,000 円（住宅基準適合証等の提

出がある場合にあっては、10,000

円） 

イ 住宅部分の床面積の

合計が 300 ㎡以上のも

の 

1 件 57,000 円（住宅基準適合証等の提

出がある場合にあっては、20,000

円） 

別表第 10 第 1 項各号を次のように改める。 

⑴ 当該住宅について誘導

標準計算基準を用いて評

価を行う場合 

  

ア 計画の変更に係る床

面積の合計が 200 ㎡未

満のもの 

1 件 17,000 円（変更後の計画に係る住

宅基準適合証等の提出がある場合

にあっては、3,000 円） 
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イ 計画の変更に係る床

面積の合計が 200 ㎡以

上のもの 

1 件 19,000 円（変更後の計画に係る住

宅基準適合証等の提出がある場合

にあっては、3,000 円） 

⑵ 当該住宅について誘導

仕様基準を用いて評価を

行う場合 

  

ア 計画の変更に係る床

面積の合計が 200 ㎡未

満のもの 

1 件 9,000 円（変更後の計画に係る住

宅基準適合証等の提出がある場合

にあっては、3,000 円） 

イ 計画の変更に係る床

面積の合計が 200 ㎡以

上のもの 

1 件 10,000 円（変更後の計画に係る住

宅基準適合証等の提出がある場合

にあっては、3,000 円） 

別表第 10 第 2 項中「第 3 号」の次に「又は第 4 号」を加え、同項第 1 号ア

中「の床面積の合計」を「（床面積の増加に係る部分を除く。）の床面積の 2

分の 1 の面積と当該計画の変更に係る部分の面積のうち床面積の増加に係る

部分の床面積との合計（以下この表において「計画の変更に係る部分の床面

積の合計」という。）」に改め、同項第 3 号中「について」の次に「誘導標準

計算基準を用いて」を加え、同項に次の 1 号を加える。 

⑷ 当該建築物の住宅部分

について誘導仕様基準を

用いて評価を行う場合 

  

ア 住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が 300 ㎡未満の

もの 

1 件 32,000 円（変更後の計画に係る住

宅基準適合証等の提出がある場合

にあっては、10,000 円） 

イ 住宅部分の計画の変

更に係る部分の床面積

の合計が 300 ㎡以上の

もの 

1 件 57,000 円（変更後の計画に係る住

宅基準適合証等の提出がある場合

にあっては、20,000 円） 

別表第 17 第 1 項第 1 号中「住宅部分をいう。以下この表及び次表」を「住

宅部分をいう。以下この表から別表第 19 まで」に改め、「にあってはウ」の

次に「又はエ」を、「イ及びウ」の次に「又はエ」を加え、同号ウ中「につい

て」の次に「省令第 10 条第 2 号イ⑴及び同号ロ⑴の基準（以下この表及び次

表において「誘導標準計算基準」という。）を用いて」を加え、同号に次のよ
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うに加える。 

エ 当該建築物の住宅部

分について省令第 10

条第 2 号イ⑵及び同号

ロ⑵の基準（以下この

表 及 び 次 表 に お い て

「誘導仕様基準」とい

う。）を用いて評価を行

う場合 

  

(ア) 住宅部分の床面

積の合計が 300 ㎡

未満のもの 

1 件 32,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000 円） 

(イ) 住宅部分の床面

積の合計が 300 ㎡

以上 500 ㎡以内の

もの 

1 件 56,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

20,000 円） 

別表第 17 第 1 項第 2 号を次のように改める。 

⑵ 計画の認定を受けよう

とする建築物が一戸建て

の住宅（非住宅部分を有

しないものに限る。次表

及び別表第 19 において

同じ。）の場合 

  

ア 当該建築物について

誘導標準計算基準を用

いて評価を行う場合 

  

(ア) 床面積の合計が

200 ㎡未満のもの 

1 件 34,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

5,000 円） 

(イ) 床面積の合計が

200 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 37,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

5,000 円） 

イ 当該建築物について

誘導仕様基準を用いて
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評価を行う場合 

(ア) 床面積の合計が

200 ㎡未満のもの 

1 件 18,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

5,000 円） 

(イ) 床面積の合計が

200 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 19,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

5,000 円） 

別表第 18 第 1 項中「第 1 号ア又はイ」を「第 1 号又は第 2 号」に改め、同

項第 1 号中「にあってはウ」の次に「又はエ」を、「イ及びウ」の次に「又は

エ」を加え、同号ウ中「について」の次に「誘導標準計算基準を用いて」を

加え、同号に次のように加える。 

エ 当該建築物の住宅部

分について誘導仕様基

準を用いて評価を行う

場合 

  

(ア) 住宅部分の計画

の変更に係る部分

の床面積の合計が

300 ㎡未満のもの 

1 件 32,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

10,000 円） 

(イ) 住宅部分の計画

の変更に係る部分

の床面積の合計が

300 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 56,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

20,000 円） 

別表第 18 第 1 項第 2 号を次のように改める。 

⑵ 計画の変更の認定を受

けようとする建築物が一

戸建ての住宅の場合 

  

ア 当該建築物について

誘導標準計算基準を用

いて評価を行う場合 

  

(ア) 計画の変更に係

る床面積の合計が

1 件 17,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、



14 

200 ㎡未満のもの 3,000 円） 

(イ) 計画の変更に係

る床面積の合計が

200 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 19,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

3,000 円） 

イ 当該建築物について

誘導仕様基準を用いて

評価を行う場合 

  

(ア) 計画の変更に係

る床面積の合計が

200 ㎡未満のもの 

1 件 9,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

3,000 円） 

(イ) 計画の変更に係

る床面積の合計が

200 ㎡以上 500 ㎡

以内のもの 

1 件 10,000 円（住宅誘導基準適合証等

の提出がある場合にあっては、

3,000 円） 

別表第 19 第 1 項第 4 号中「第 1 条第 1 項第 2 号イ⑵(ⅱ)」を「第 1 条第 1

項第 2 号イ⑵」に改め、同表第 3 項中「第 1 条第 1 項第 2 号イ⑵(ⅰ)」を「第

1 条第 1 項第 2 号イ⑵」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

2  この条例による改正後の浜田市手数料条例の規定は、この条例の施行の

日以後に受け付けた申請に係る手数料について適用し、同日前に受け付け

た申請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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議案第 5 号 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例について 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例 

 

浜田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成 26 年浜田市条例第 32 号）の一部を次のように改正する。 

第 26 条を次のように改める。 

第 26 条 削除 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 6 号 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例について 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

浜田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成 26 年

浜田市条例第 33 号）の一部を次のように改正する。 

第 8 条の次に次の 2 条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第 8 条の 2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、

家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、

職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保

育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の

研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項につ

いての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安

全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

2  家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するととも

に、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3  家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連

携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につい

て周知しなければならない。 

4  家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じ

て安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第 8 条の 3 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組

等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行すると

きは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在

を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しな

ければならない。 

2  家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業所を除く。）は、利用乳幼児の

送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらよ

り一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他

利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが

少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車

にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、こ

れを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行
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わなければならない。 

第 11 条中「するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」

を加え、同条ただし書を削る。 

第 14 条を次のように改める。 

第 14 条 削除 

第 15 条第 2 項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 14 条の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

2  この条例による改正後の第 8 条の 3 第 2 項の規定の適用については、家

庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常

的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の

車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）

を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和

6 年 3 月 31 日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。

この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行

する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳

幼児の所在の確認を行わなければならない。 
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議案第 7 号 

 

浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

浜田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成

26 年浜田市条例第 34 号）の一部を次のように改正する。 

第 7 条の次に次の 2 条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第 7条の 2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、

放課後児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備

の安全点検、職員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた

放課後児童健全育成事業所での生活その他の日常生活における安全に関

する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全育成事業所における

安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」とい

う。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

2  放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知する

とともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

3  放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等につ

いて周知しなければならない。 

4  放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要

に応じて安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第 7 条の 3 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取

組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するとき

は、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把

握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。 

第 11 条第 3 項に次のただし書を加える。 

ただし、市長が特に認める場合は、当該研修の修了を要しないものとす

る。 

第 13 条の次に次の 1 条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第 13 条の 2  放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ご

とに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため
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の計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2  放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければ

ならない。 

3  放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第 14 条第 2 項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の

防止のための訓練を定期的に実施する」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1  この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

2  この条例の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの間、この条例による

改正後の第 7 条の 2 の規定の適用については、同条第 1 項中「講じなけれ

ば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、同条第 2 項中「実施しな

ければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同条第 3 項中「周

知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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議案第 8 号 

 

浜田市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の一部

を改正する条例について 

 

浜田市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 
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浜田市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の一部

を改正する条例 

 

浜田市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例（平成 17 年

浜田市条例第 235 号）の一部を次のように改正する。 

第 4 条を次のように改める。 

（受益者の負担金等の額） 

第 4 条 受益者が負担する負担金等の額は、次の各号に掲げる処理区（浜田

市公共下水道事業の設置等に関する条例（令和元年浜田市条例第 38 号）別

表に規定する処理区をいう。以下同じ。）の区分に応じ、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 浜田処理区 別表第 1 のとおり 

⑵ 国府処理区 別表第 2 のとおり 

⑶ 旭処理区 別表第 3 のとおり 

⑷ 三保三隅処理区 別表第 4 のとおり 

第 5 条中「当該年度の当初に、」を「速やかに（前条第 2 号に掲げる処理区

の賦課対象区域については、当該年度の当初に）」に改める。 

第 6 条第 1 項を次のように改める。 

市長は、第 4 条各号の規定により算出した負担金等の額を定め、次の各

号に掲げる受益者の区分に応じ、当該各号に定める期日に、これを賦課す

るものとする。 

⑴ 第 4 条第 1 号、第 3 号及び第 4 号に掲げる処理区の受益者 公共下水

道に排水設備（下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第 10 条第 1 項に規定

する排水設備をいう。以下同じ。）の接続を完了した日 

⑵ 第 4 条第 2 号に掲げる処理区の受益者 前条の規定により公告した日

から起算して 1 年以内の日 

第 6 条第 2 項を削り、同条第 3 項中「第 1 項」を「前項」に改め、同項を

同条第 2 項とする。 

第 7 条第 2 項中「第 4 条第 1 号」を「第 4 条第 2 号に掲げる処理区」に改

める。 

第 12 条第 1 項中「第 6 条第 3 項」を「第 6 条第 2 項」に改める。 

附則中第 3 項を削り、第 4 項を第 3 項とし、第 5 項を第 4 項とする。 

別表第 3 中 
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「   

を  区分 負担金等の額  

  」 

「   

に 
 三保三隅処理区に係る負担金等  

 区分 負担金等の額  

  」 

改め、同表を別表第 4 とする。 

別表第 2 中 

「   

を  区分 負担金等の額  

  」 

「   

に 
 旭処理区に係る負担金等  

 区分 負担金等の額  

  」 

改め、同表を別表第 3 とする。 

別表第 1 中 

「   

を  区分 負担金等の額  

  」 

「   

に 
 国府処理区に係る負担金等  

 区分 負担金等の額  

  」 

改め、同表を別表第 2 とし、附則の次に次の 1 表を加える。 

 

 

附 則 

この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表第 1（第 4 条関係） 

浜田処理区に係る負担金等 

区分 負担金等の額 

受益者一戸につき 
排水人口が 100 人未満の家屋 100,000 円 

排水人口が 100 人以上の家屋 200,000 円 

備考 第 6 条第 1 項第 1 号に規定する排水設備の接続を完了した日におけ

る受益者の区分に応じて、それぞれに定める額とする。 
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議案第 9 号 

 

   財産の取得について 

 

 道の駅として次のとおり財産を取得することについて、地方自治法第 96

条第 1 項第 8 号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第 3 条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 
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1 取得する財産 

     「道の駅」ゆうひパーク浜田 建物 

     所 在 地   浜田市原井町 1203 番地 1 

     種  類   店舗・事務所 

     建築年度   平成 6 年度 

     構造及び数量 鉄筋コンクリート造 2 階建 

     付帯施設   配電室、店舗 

     延床面積   2,549.66 ㎡ 

2 取得方法      売買による 

3 取得予定価格    217,896,917 円 

4 契約相手方     浜田市原井町 1203 番地 1 

ゆうひパーク浜田株式会社 

代表取締役 木 戸  淳 
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 議案第 10 号 

 

   小国辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律第 3 条第 1 項の規定により、小国辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

別紙のとおり策定することについて、議会の議決を求める。 

 

  令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 
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総 合 整 備 計 画 書 

 

島根県浜田市金城町 小国辺地 

（辺地の人口 163 人、面積 18.6ｋ㎡） 
 

1 辺地の現況 

（1）辺地を構成する町 

金城町小国 
 

（2）地域の中心の位置 

    浜田市金城町小国イ 179 番 4 
 

（3）辺地度点数     116 点 

 

2 公共的施設の整備を必要とする事情 

小国辺地は、浜田市金城支所より南へ約 10km 離れ、二級河川周布川水系小国川

沿いに位置する四方を険阻な山々に囲まれた自然的、地理的に不利な山間豪雪地帯

である。 

当辺地にある小国川に架かる谷口橋について、増水時には桁が水流を阻害し、氾

濫の原因となっており、交通に支障をきたす住民も多い。 

本計画により、橋梁の架け替えを行うことで、交通利便性の向上、救急・災害等

の緊急時への早期対応を図るものである。 

 

 

3 公共的施設の整備計画 

    令和 5 年度から令和 7 年度まで 3 年間 
単位：千円 

区  分 
事 業 費 

財源内訳 一般財源の内

辺地対策事業

債の予定額 施 設 名 事業主体 特定財源 一般財源 

道 路 浜田市 164,850 81,640 83,210 83,100 

 















































































































































































































































































議案第16号

令 和 ４ 年 度

浜 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
（第 ３ 号）



1

補正予算に関する説明書

2

3

5

6

7

9

9

その他の書類

　　　令和4年度　収益的収入及び支出明細書　………………………………

令和4年度　浜田市水道事業会計予算実施計画  ………………………………

　　　令和4年度　資本的収入明細書　…………………………………………

目　　　　　　次

令和4年度　浜田市水道事業会計補正予算（第３号） …………………………………

令和4年度　浜田市水道事業予定貸借対照表　…………………………………

令和4年度　浜田市水道事業予定損益計算書　…………………………………

令和4年度　浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………………

令和4年度　個別注記　……………………………………………………………



（総則）

第1条 令和4年度浜田市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度浜田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第1項

第2項

第3項

第1款

第1項

第2項

（資本的収入）

第3条 予算第4条本文中括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

761,245千円は、当年度分消費税等資本的収支調整額86,339千円、当年度分損益勘定留保

資金469,534千円、未処分利益剰余金205,372千円で補てんするものとする。）」に改め、

収入の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第1項

第2項

第5項

令和5年2月24日　提出

浜田市長　久保田　章 市

固定資産売却代金 118 △ 118 0

千 円 千 円

1,884,331 2,891

千 円 千 円

1,972,287

1,329,354

（計）

10,556

千 円

1,654,347

333,743

4,801

△ 1,910

（補正予定額） （計）

230,685

（既決予定額）

国 庫 補 助 金 116,666

水 道 事 業 収 益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

（科　目）

収　入

1,020,028 1,021,289

1,130

（計）

631,176

収　入

1,961,731

1,329,154

1,649,546

1,887,222

200

11,756

千 円

令和4年度浜田市水道事業会計補正予算（第3号）

千 円

（科　目） （既決予定額） （補正予定額）

千 円

642,932

（科　目） （既決予定額） （補正予定額）

特 別 利 益 1,401 △ 1,400 1

228,775

資 本 的 収 入 1,261

営 業 外 費 用

支　出 千 円

249 116,915

他 会 計 補 助 金 332,613

1



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業収益 1,961,731 10,556 1,972,287

(1) 営 業 収 益 1,329,154 200 1,329,354

3
そ の 他
営 業 収 益

40,379 200 40,579

(2) 営 業 外 収 益 631,176 11,756 642,932

2 他 会 計 補 助 金 212,177 6,667 218,844

3 長 期 前 受 金 戻 入 417,912 5,089 423,001

(3) 特 別 利 益 1,401 △ 1,400 1

1 固 定 資 産 売 却 益 1,400 △ 1,400 0

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 水道事業費用 1,884,331 2,891 1,887,222

(1) 営 業 費 用 1,649,546 4,801 1,654,347

6 減 価 償 却 費 872,534 4,801 877,335

(2) 営 業 外 費 用 230,685 △ 1,910 228,775

1
支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

115,675 △ 1,910 113,765

　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 1,020,028 1,261 1,021,289

(1) 国 庫 補 助 金 116,666 249 116,915

1 国 庫 補 助 金 116,666 249 116,915

(2) 他会計補助金 332,613 1,130 333,743

1 他 会 計 補 助 金 332,613 1,130 333,743

(5) 固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金

1 固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金

資本的収入及び支出

款 項 目

令和4年度　浜田市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目

款 項 目

2



（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 520,549

ﾛ　建物 1,367,556

 減価償却累計額 △ 746,769 620,787

ﾊ　構築物 35,938,270

 減価償却累計額 △ 17,241,965 18,696,305

ﾆ　機械及び装置 7,962,159

 減価償却累計額 △ 6,309,965 1,652,194

ﾎ　車両運搬具 14,823

 減価償却累計額 △ 14,076 747

ﾍ　工具器具及び備品 64,954

 減価償却累計額 △ 46,315 18,639

ﾄ　建設仮勘定 155,214

 有形固定資産合計 21,664,435

(2) 無形固定資産

ｲ　施設利用権 79,345

 無形固定資産合計 79,345

 固定資産合計 21,743,780

2　流動資産

(1) 現金預金 1,241,357

(2) 未収金 255,490

　　貸倒引当金 △ 500 254,990

(3) 貯蔵品 5,782

流動資産合計 1,502,129

資産合計 23,245,909

（ 令和5年3月31日 ）

資　　産　　の　　部

令和4年度　浜田市水道事業予定貸借対照表
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3　固定負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 7,034,779

 企業債合計 7,034,779

(2) 引当金

ｲ　退職給付引当金 106,065

ﾛ　修繕引当金 30,573

 引当金合計 136,638

 固定負債合計 7,171,417

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 741,958

 企業債合計 741,958

(2) 未払金 278,447

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 13,608

 引当金合計 13,608

(4) その他流動負債 1,406

 流動負債合計 1,035,419

5　繰延収益

(1) 長期前受金 15,858,649

　　長期前受金収益化累計額 △ 8,362,813

 繰延収益合計 7,495,836

 負債合計 15,702,672

6　資本金

(1) 自己資本金 4,852,606

 資本金合計 4,852,606

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　国県補助金 59,743

ﾛ　他会計補助金 8,912

ﾊ　工事負担金 12,863

ﾆ　受贈財産評価額 147,329

 資本剰余金合計 228,847

(2) 利益剰余金

ｲ　当年度未処分利益剰余金 2,461,784

 利益剰余金合計 2,461,784

 剰余金合計 2,690,631

 資本合計 7,543,237

 負債資本合計 23,245,909

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 給水収益 1,171,524

 (2) 受託工事収益 91

 (3) その他営業収益 38,944 1,210,559

2　営業費用

 (1) 原水及び浄水費 195,934

 (2) 配水及び給水費 332,818

 (3) 受託工事費 93

 (4) 業務費 85,852

 (5) 総係費 97,261

 (6) 減価償却費 877,335

 (7) 資産減耗費 15,200

 (8) その他営業費用 60 1,604,553

　営業損失 △ 393,994

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 11

 (2) 他会計補助金 218,844

 (3) 長期前受金戻入 423,001

 (4) 消費税及び地方消費税還付金 2

 (5) 雑収益 1,067 642,925

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 113,765

 (2) 雑支出 45,010 158,775 484,150

　経常利益 90,156

5　特別利益

 (1) 過年度損益修正益 1 1

6　特別損失

 (1) 過年度損益修正損 2,729 2,729

7　予備費

 (1) 予備費 1,000 1,000 △ 3,728

　当年度純利益 86,428

　前年度繰越利益剰余金 2,375,356

　当年度未処分利益剰余金 2,461,784

<参考>

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が393,994千円の赤字となっていますが、実質的な営業

損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、29,007千円の黒字

となります。

令和4年度　浜田市水道事業予定損益計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日）
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益（△は損失） 86,428

減価償却費 877,335

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 109

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,736

修繕引当金の増減額（△は減少） △ 5,000

賞与等引当金の増減額（△は減少） △ 779

長期前受金戻入額 △ 423,001

資産減耗費 15,000

受取利息及び配当金（△） △ 11

支払利息 113,765

未収金の減少（△は増加） 20,094

貯蔵品の減少（△は増加） △ 231

未払金の増加（△は減少） △ 76,364

その他の流動負債の増加（△は減少） 14

615,877

受取利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △ 113,765

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） 502,123

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出（△） △ 869,642

工事負担金等収入 148,931

国庫補助金の収入 116,915

他会計補助金収入 333,743

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 270,053

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

建設改良企業債による収入 421,700

建設改良企業債の償還等による支出（△） △ 794,942

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) △ 373,242

資金増加額（△は減少額）　　　 (A+B+C) △ 141,172

資金期首残高 1,382,529

資金期末残高 1,241,357

令和4年度　浜田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計
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令和４年度 個 別 注 記 
 

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 

（1）たな卸し資産の評価基準及び評価方法について 

① 貯蔵品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定。） 
 
（2）固定資産の減価償却の方法について 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。 
 

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。 

種 類 耐用年数(年) 種 類 耐用年数(年) 

建物 38～50  車両運搬具 4～5 

構築物 30～60  工具器具及び備品 2～15 

機械及び装置 5～20 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

浜田市水道事業会計規程第83条の規定により定額法を適用。 

 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。 
 
（3）引当金の計上方法について 

① 貸倒引当金 

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸倒引当金

として計上している。 

 

② 退職給付引当金 

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額

から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計

上している。 

なお、会計基準変更時差異（平成25年度末131,032千円）については、平成26年度から職

員の平均残存勤務年数15年にわたり均等額を費用処理する。 

 

③ 修繕引当金 

平成26年3月31日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の

例により、修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。 
 
④ 賞与等引当金  

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業

年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。 

 

（4）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について 

① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。 
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2.予定貸借対照表等に関する注記 
 

（1）企業債の償還に係る他会計の負担について 

貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、浜

田市（市長部局）との協定書に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は2,823,995千

円である。 
  

3.予定損益計算書に関する注記 

特記事項なし。 
 

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記 
 

（1）重要な非資金取引について  該当なし。 
 

5.セグメント情報に関する注記 

報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。 
 

6.減損損失に関する注記 
 

（1）減損の兆候について  該当なし。 

 

7.重要な後発事象に関する注記  該当なし。 
 

8.その他の注記   
 

（1）貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて 

当事業年度において、債務の不納欠損を行うため、貸倒引当金609千円を取り崩す。 

 

（2）修繕引当金の目的使用による取り崩しについて 

当事業年度において、修繕費が不足するため、修繕引当金5,000千円を取り崩す。 

 

（3）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて 

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払

いを行うため、賞与等引当金13,742千円を取り崩す。 
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　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,961,731 10,556 1,972,287

営 業 収 益 1,329,154 200 1,329,354

3 そ の 他 40,379 200 40,579

営 業 収 益 負 担 金 200

営 業 外 収 益 631,176 11,756 642,932

2 他 会 計 補 助 金 212,177 6,667 218,844

一 般 会 計 補 助 金 6,667

3 長期前受金戻入 417,912 5,089 423,001

国 県 補 助 金 3,076

他 会 計 補 助 金 △ 468

工 事 負 担 金 2,460

受 贈 財 産 評 価 額 22

そ の 他 長 期 前 受 金 △ 1

特 別 利 益 1,401 △ 1,400 1

1 固定資産売却益 1,400 △ 1,400 0

固 定 資 産 売 却 益 △ 1,400

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,884,331 2,891 1,887,222

営 業 費 用 1,649,546 4,801 1,654,347

6 減 価 償 却 費 872,534 4,801 877,335

有 形 固 定 資 産 4,801

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用 230,685 △ 1,910 228,775

1 支 払 利 息 及 び 115,675 △ 1,910 113,765

企業債取扱諸費 企 業 債 償 還 利 息 △ 1,910

　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 1,020,028 1,261 1,021,289

国 庫 補 助 金 116,666 249 116,915

1 国 庫 補 助 金 116,666 249 116,915

国 庫 補 助 金 249

他会計補助金 332,613 1,130 333,743

1 他 会 計 補 助 金 332,613 1,130 333,743

他 会 計 補 助 金 1,130

固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金 1 固 定 資 産 118 △ 118 0

売 却 代 金 固 定 資 産

売 却 代 金 △ 118

令和4年度　収益的収入及び支出明細書

水 道 事 業 収 益

節

(1)

(3)

款　　項

節

資 本 的 収 入

(2)

令和4年度　資本的収入明細書

目 節

目

款　　項

(2)

(1)

(2)

(5)

目

水 道 事 業 費 用

(1)

款　　項
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議案第17号

令 和 ４ 年 度

浜田市工業用水道事業会計補正予算
（第 １ 号）



1

補正予算に関する説明書

2

3

5

6

7

9

令和4年度　浜田市工業用水道事業会計予算実施計画  ………………………

目　　　　　　次

令和4年度　浜田市工業用水道事業会計補正予算（第1号） …………………………

令和4年度　浜田市工業用水道事業予定貸借対照表　…………………………

令和4年度　浜田市工業用水道事業予定損益計算書　…………………………

令和4年度　浜田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………

令和4年度　個別注記　……………………………………………………………

その他の書類

　　　令和4年度　収益的収入及び支出明細書　………………………………



（総則）

第1条 令和4年度浜田市工業用水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度浜田市工業用水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第1項

第1款

第1項

令和5年2月24日　提出

浜田市長　久保田　章 市

支　出 千 円 千 円

126,959

営 業 費 用 133,280

令和4年度浜田市工業用水道事業会計補正予算（第1号）

（科　目） （既決予定額） （補正予定額）

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入

129,458

100,750

122,853

137,386

5,246

千 円

10,427

千 円 千 円

134,704

105,996

（計）

5,246

10,427

工業用水道事業収益

営 業 収 益

工業用水道事業費用

千 円

1



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1
工 業 用 水 道
事 業 収 益

129,458 5,246 134,704

(1) 営 業 収 益 100,750 5,246 105,996

1 給 水 収 益 100,750 5,246 105,996

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1
工 業 用 水 道
事 業 費 用

126,959 10,427 137,386

(1) 営 業 費 用 122,853 10,427 133,280

1 原 水 及 び 浄 水 費 49,786 10,427 60,213

令和4年度　浜田市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款 項 目

款 項 目

2



（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 50,371

ﾛ　建物 136,329

 減価償却累計額 △ 76,045 60,284

ﾊ　構築物 1,595,855

 減価償却累計額 △ 954,906 640,949

ﾆ　機械及び装置 352,592

 減価償却累計額 △ 303,127 49,465

 有形固定資産合計 801,069

 固定資産合計 801,069

2　流動資産

(1) 現金預金 346,630

(2) 未収金 14,180

流動資産合計 360,810

資産合計 1,161,879

（ 令和5年3月31日 ）

資　　産　　の　　部

令和4年度　浜田市工業用水道事業予定貸借対照表
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3　固定負債

(1) 引当金

ｲ　退職給付引当金 3,697

ﾛ　修繕引当金 63,930

 引当金合計 67,627

 固定負債合計 67,627

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 3,157

 企業債合計 3,157

(2) 未払金

ｲ　営業未払金 6,322

ﾛ　未払消費税 2,867

 未払金合計 9,189

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 1,401

 引当金合計 1,401

(4) その他流動負債 103

 流動負債合計 13,850

5　繰延収益

(1) 長期前受金 1,677,253

　　長期前受金収益化累計額 △ 1,078,264

 繰延収益合計 598,989

 負債合計 680,466

6　資本金

(1) 自己資本金 310,092

 資本金合計 310,092

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　工事負担金 13,470

 資本剰余金合計 13,470

(2) 利益剰余金

ｲ　減債積立金 3,157

ﾛ　当年度未処分利益剰余金 154,694

 利益剰余金合計 157,851

 剰余金合計 171,321

 資本合計 481,413

 負債資本合計 1,161,879

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 給水収益 96,360 96,360

2　営業費用

 (1) 原水及び浄水費 54,741

 (2) 配水及び給水費 2,339

 (3) 総係費 33,040

 (4) 減価償却費 36,937 127,057

　営業損失 △ 30,697

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 6

 (2) 他会計補助金 245

 (3) 長期前受金戻入 28,377

 (4) 雑収益 80 28,708

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 258 258 28,450

　経常損失 △ 2,247

5　予備費

 (1) 予備費 91 91 △ 91

　当年度純損失 △ 2,338

　前年度繰越利益剰余金 152,238

　その他未処分利益剰余金変動額 4,794

　当年度未処分利益剰余金 154,694

<参考>

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が 30,697千円の赤字となっていますが、実質的な営業

損益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、2,320千円の赤字

となります。

令和4年度　浜田市工業用水道事業予定損益計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日）
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益（△は損失） △ 2,338

減価償却費 36,937

賞与等引当金の増減額（△は減少） △ 5

長期前受金戻入額 △ 28,377

受取利息 △ 6

支払利息 258

未収金の減少（△は増加） △ 2,040

未払金の増加（△は減少） △ 8,526

△ 4,097

受取利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △ 258

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） △ 4,349

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出 △ 3,632

工事負担金等収入 2,536

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 1,096

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

企業債の償還等による支出 △ 4,794

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) △ 4,794

資金増加額（△は減少額）　　　 (A+B+C) △ 10,239

資金期首残高 356,869

資金期末残高 346,630

令和4年度　浜田市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計

6
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令和 4年度 個 別 注 記  

 

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（1）固定資産の減価償却の方法について 

   ①有形固定資産（リース資産を除く）   

  浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。 

 保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。 

  建   物  ：  20～45 年 

  構 築 物  ：  10～60 年 

  機械及び装置 ：   6～20 年 

 

   ②無形固定資産（リース資産を除く） 

     浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。 

     

   ③リース資産 

     所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

       自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。 

  

 （2）引当金の計上方法について 

   ①貸倒引当金 

     債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を貸倒引

当金に計上する。 

 

②退職給付引当金 

     職員の退職手当の支給に備えるため、年度末における退職手当の職員に対する要支給額

から島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計

上している。 

 

   ③修繕引当金 

     平成 27 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従

前の例により修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。 

 

   ④賞与等引当金 

     職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事

業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上して

いる。 
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（3）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について 

   ①消費税の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。 

 

2.予定貸借対照表等に関する注記 

該当なし 

 

3.予定損益計算書に関する注記 

該当なし 

 

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記 

 （1）重要な非資金取引について 

該当なし 

 

5.セグメント情報に関する注記 

  報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。 

 

6.減損損失に関する注記 

  該当なし 

  

7.重要な後発事象に関する注記 

  該当事項なし 

 

8.その他の注記 

 （1）退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて 

    当事業年度において、職員の退職手当支給分の負担を予定していないため、退職給付引当金

の取崩しはしない。 

 

 （2）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて 

    当事業年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いを 

行うため、賞与等引当金 1,407 千円を取り崩した。 



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計 金　額

1 129,458 5,246 134,704

営 業 収 益 100,750 5,246 105,996

1 給 水 収 益 100,750 5,246 105,996

給 水 収 益 5,246

　支　　出
既決予定額 補正予定額 計

1 126,959 10,427 137,386

営 業 費 用 122,853 10,427 133,280

1 原水及び浄水費 49,786 10,427 60,213

動 力 費 10,427

工 業 用 水 道
事 業 費 用

(1)

目 節

目

款　　項

令和4年度　収益的収入及び支出明細書

工 業 用 水 道
事 業 収 益

節

(1)

款　　項
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議案第18号

令 和 ４ 年 度

浜田市公共下水道事業会計補正予算
（第 ４ 号）



1

予算に関する説明書

2

3

5

6

7

その他の書類

令和4年度　収益的収入及び支出明細書　…………………………………… 9

令和4年度　資本的収入及び支出明細書　…………………………………… 9

令和4年度　浜田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書　………………

令和4年度　個別注記  …………………………………………………………………

目　　　　　　次

令和4年度　浜田市公共下水道事業会計補正予算（第4号）　………………………………………

令和4年度　浜田市公共下水道事業予定貸借対照表　…………………………………

令和4年度　浜田市公共下水道事業予定損益計算書　…………………………………

令和4年度　浜田市公共下水道事業会計予算実施計画  ……………………………



（総則）

第1条 令和4年度浜田市公共下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度浜田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条本文中なお書き

を、「なお、営業外費用中企業債利息44,497千円の財源に充てるため、企業債17,500千円を

借り入れる。」に改め、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第1款

第2項

第1款

第2項

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文中括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

208,855千円は、過年度分消費税等資本的収支調整額5,421千円、当年度分損益勘定留保資

金203,434千円で補てんするものとする。）」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり

補正する。

第1款

第4項

（企業債）

第4条 予算第6条中に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次の

とおり改める。

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10条中「272,880千円」を「268,093千円」に改める。

令和5年2月24日　提出

浜田市長　久保田　章 市

令和4年度浜田市公共下水道事業会計補正予算（第4号）

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入 千 円 千 円 千 円

下水道事業収益 519,044 △ 4,787 514,257

営 業 外 収 益 403,397 △ 4,787 398,610

（科　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

支　出 千 円 千円 千 円

下水道事業費用 519,279 △ 4,787 514,492

営 業 外 費 用 57,485 △ 4,787 52,698

（既決予定額） （補正予定額） （計）

収　入 千 円 千 円 千 円

（科　目）

資 本 的 収 入 336,889 △ 900 335,989

他 会 計 出 資 金 160,189 △ 900 159,289

限度額
（千円）

起債の方法 利率 償還の方法 限度額
（千円）

起債の方法 利率 償還の方法

浜田処理区
整備事業 23,700 23,700

ストックマネジメント
改築事業 28,300 28,300

公共ます設置事業 10,000 10,000

道路改良に伴う支障移転
事業 6,000 6,000

資本費平準化債 71,000 71,200

起債の目的
補正前 補正後

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい

て、利率の見
直しを行った
後において

は、当該見直
し後の利率）

借入先の融資
条件による。
ただし、都合
により据置期
間及び償還期
限を短縮し、
若しくは延長
し、繰上償還
を行い、又は
借換えするこ
とができる。

証書借入
又は

証券発行

5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい

て、利率の見
直しを行った
後において

は、当該見直
し後の利率）

借入先の融資
条件による。
ただし、都合
により据置期
間及び償還期
限を短縮し、
若しくは延長
し、繰上償還
を行い、又は
借換えするこ
とができる。

1



　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業収益 519,044 △ 4,787 514,257

(2) 営 業 外 収 益 403,397 △ 4,787 398,610

2 他 会 計 補 助 金 272,880 △ 4,787 268,093

　支　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 下水道事業費用 519,279 △ 4,787 514,492

(2) 営 業 外 費 用 57,485 △ 4,787 52,698

1 支 払 利 息 及 び 49,821 △ 4,787 45,034

企 業 債 取 扱 諸 費

　収　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 336,889 △ 900 335,989

(4) 他会計出資金 160,189 △ 900 159,289

1 他 会 計 出 資 金 160,189 △ 900 159,289

目款 項

資本的収入及び支出

款 項 目

款

令和4年度　浜田市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

項 目
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（単位：千円）

1　固定資産

(1) 有形固定資産

ｲ　土地 401,235

ﾛ　建物 538,590

 減価償却累計額 △ 253,535 285,055

ﾊ　構築物 10,398,676

 減価償却累計額 △ 4,066,262 6,332,414

ﾆ　機械及び装置 2,266,462

 減価償却累計額 △ 1,568,028 698,434

ﾎ　工具器具及び備品 5,001

 減価償却累計額 △ 4,402 599

ﾍ　建設仮勘定 111,146

 有形固定資産合計 7,828,883

(2) 無形固定資産

ｲ　ソフトウェア 4,916

 無形固定資産合計 4,916

 固定資産合計 7,833,799

2　流動資産

(1) 現金預金 39,851

(2) 未収金 29,243

　　 貸倒引当金 △ 62 29,181

 流動資産合計 69,032

 資産合計 7,902,831

（令和5年3月31日）

資　　産　　の　　部

令和4年度　浜田市公共下水道事業予定貸借対照表
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3　固定負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 3,325,845

 企業債合計 3,325,845

(2) 引当金

ｲ　退職給付引当金 9,526

 引当金合計 9,526

(3) その他固定負債 450

 固定負債合計 3,335,821

4　流動負債

(1) 企業債

ｲ　建設改良企業債（※） 382,222

 企業債合計 382,222

(2) 未払金 16,872

(3) 引当金

ｲ　賞与等引当金 3,268

 引当金合計 3,268

 流動負債合計 402,362

5　繰延収益

  (1）長期前受金 5,616,524

      長期前受金収益化累計額 △ 2,555,457

 繰延収益合計 3,061,067

 負債合計 6,799,250

6　資本金

(1) 固有資本金 449,946

(2) 繰入資本金 450,560

 資本金合計 900,506

7　剰余金

(1) 資本剰余金

ｲ　国庫補助金 193,785

ﾛ　受贈財産評価額 1,743

 資本剰余金合計 195,528

(2) 利益剰余金

ｲ　当年度未処分利益剰余金 7,547

 利益剰余金合計 7,547

 剰余金合計 203,075

 資本合計 1,103,581

 負債資本合計 7,902,831

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

(※)建設改良費等の財源に充てるための企業債
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（単位：千円）

1　営業収益

 (1) 下水道使用料 103,804

 (2) その他営業収益 1,462 105,266

2　営業費用

 (1) 管渠費 19,646

 (2) ポンプ場費 2,367

 (3) 処理場費 85,807

 (4) 業務費 9,179

 (5) 総係費 23,823

 (6) 減価償却費 297,370

 (7) 資産減耗費 11,478 449,670

営業損失 △ 344,404

3　営業外収益

 (1) 受取利息及び配当金 1

 (2) 他会計補助金 268,093

 (3) 長期前受金戻入 130,514

 (4) 消費税及び地方消費税還付金 1

 (5) 雑収益 1 398,610

4　営業外費用

 (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 45,034

 (2) 雑支出 7,664 52,698 345,912

経常利益 1,508

5　特別損失

 (1) 過年度損益修正損 273 273

6　予備費

 (1) 予備費 1,200 1,200 1,473

当年度純利益 35

前年度繰越利益剰余金 7,512

当年度未処分利益剰余金 7,547

<参考>

財源措置します。

　地方公営企業会計基準に基づき、損益計算書において「減価償却費」を営業費用に、「長期前受金戻入」

を営業外収益に計上していることから、営業収支が344,404千円の赤字となっていますが、実質的な営業損

益を算出するため、長期前受金戻入相当額を「減価償却費」から控除した場合には、213,890千円の赤字と

なります。

令和4年度　浜田市公共下水道事業予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

　営業外費用の支払利息及び企業債取扱諸費45,034千円のうち、17,500千円は企業債（資本費平準化債）で
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（単位：千円）

1.　業務活動によるキャッシュ・フロー　　

当年度純利益 35

減価償却費 297,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,593

賞与等引当金の増減額（△は減少） △ 472

長期前受金戻入額 △ 130,514

資産減耗費 11,478

受取利息及び配当金（△) △ 1

支払利息 45,034

未収金の減少（△は増加） △ 6,029

未払金の増加（△は減少） 307

その他の流動負債の増加（△減少） △ 14,067

207,763

受取利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △ 45,034

業務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（A） 162,730

2.　投資活動によるキャッシュ・フロー　　

固定資産の取得・建設改良による支出（△） △ 132,533

国庫補助金収入 44,545

工事負担金収入 5,455

投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　（B） △ 82,533

3.　財務活動によるキャッシュ・フロー　

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 139,200

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還等による支出（△） △ 400,875

他会計からの出資による収入 159,289

一時借入金の借入による収入 400,000

一時借入金の返済による支出（△） △ 400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　   (C) △ 102,386

資金増加額（△は減少額）　　　　 (A+B+C) △ 22,189

資金期首残高 62,040

資金期末残高 39,851

令和4年度　浜田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

項　　　　　　目

　小　　　　　　計
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1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）固定資産の減価償却の方法について
① 有形固定資産（リース資産を除く）
　浜田市公共下水道事業会計規則第86条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
　浜田市公共下水道事業会計規則第86条の規定により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

③ リース資産
　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

（2）引当金の計上方法について
① 貸倒引当金
　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を貸
倒引当金として計上している。

② 退職給付引当金
　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における職員に対する退職手当の
要支給額から、島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額
を控除した額を計上している。
　なお、公営企業会計移行の前日（令和2年3月31日）までに発生している退職給付
に係る債務については、公共下水道事業特別会計に係るものとして、一般会計で負
担することにしている。

③ 賞与等引当金
　職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、
当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計
上している。

（3）その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項について
① 消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2.予定貸借対照表等に関する注記

（1）企業債の償還に係る他会計の負担について
　貸借対照表に計上されている企業債残高（1年以内に償還予定のものも含む）の
うち、浜田市(市長部局）との協定等に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は
3,310,500千円である。

8～50
構築物 15～50

令和4年度　個 別 注 記 

機械及び装置 10～20

種　類 耐用年数(年)
ソフトウェア 5

種　類 耐用年数(年)
建物
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3.予定損益計算書に関する注記

　特記事項なし。

4.予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

（1）重要な非資金取引について　　該当なし。

5.セグメント情報に関する注記

浜田市街地における、し尿・生活雑排水等の処理

（単位：千円）

合　　　計

6.減損損失に関する注記

（1）減損の兆候について　　該当なし。

7.重要な後発事象に関する注記　　該当なし。

8.その他の注記　　

（1）賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて
　当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利
費の支払いを行うため、賞与等引当金3,618千円を取り崩す。

（2）令和4年4月1日において、福浦地区及び古湊地区漁業集落排水処理施設を統合するこ
とにより、資産、負債、資本が増加している。

6,799,250

1,508
7,902,831

105,266
449,670

公共下水道事業 特定環境保全
公共下水道事業

供用開始前のため
計上なし

経常損益

セグメント負債 277,133 6,522,117

0
337,158

1,508
7,565,673

営業収益

　　公共下水道事業会計は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営していること
　から、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の2つを報告セグメントとしている。

事　業　の　内　容

特定環境保全公共下水道事業 国府地区、旭地区、三隅地区における、し尿・生活
雑排水等の処理

営業損益

セグメント区分
公共下水道事業

繰延収益
資本金

△ 344,404

105,266
449,670

△ 344,404

セグメント資産

負債資本合計

9,269 千円
1,601 千円

33,932 千円
52,642 千円
97,444 千円

固定資産
資産合計

97,444 千円
97,444 千円

固定負債
流動負債

営業費用
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　収　　入 （単位：千円）

1 519,044 △ 4,787 514,257

(2) 403,397 △ 4,787 398,610

2 272,880 △ 4,787 268,093

他 会 計 補 助 金 △ 4,787

　支　　出 （単位：千円）

1 519,279 △ 4,787 514,492

(2) 57,485 △ 4,787 52,698

1 支払利息及び 49,821 △ 4,787 45,034 企 業 債 利 息 △ 2,830

企業債取扱諸費 0 一 時 借 入 金 利 息 △ 1,957

　収　　入 （単位：千円）

1 336,889 △ 900 335,989

(4) 160,189 △ 900 159,289

160,189 △ 900 159,289

他 会 計 出 資 金 △ 900

令和4年度　資本的収入及び支出明細書

1　他会計出資金

他 会 計 出 資 金

資 本 的 収 入

金　額計 節

款　　　　項　　　　目

下 水 道 事 業 収 益

営 業 外 収 益

金　額

金　額計

令和4年度　収益的収入及び支出明細書

既決予定額 節款　　　　項　　　　目 補正予定額

他会計補助金

計

既決予定額 節補正予定額

款　　　　項　　　　目 既決予定額 補正予定額

下 水 道 事 業 費 用

営 業 外 費 用
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同意第 1 号 

 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員候補者として次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第 6

条第 3 項の規定により、議会の意見を求める。 

 

  令和 5 年 2 月 24 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 寺 田 恭 子 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 無 職 

氏 名 堀 口 秀 樹 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 地方公務員 

氏 名 杉野本 智 幸 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 会社員 

氏 名 森 下 政 昭 

生年月日 （省略） 

 

住 所 （省略） 

職 業 神 職 

氏 名 白 澤 和 朋 

生年月日 （省略） 

 

（参 考） 

前任者   寺 田 恭 子（令和 5 年 6 月 30 日まで） 

堀 口 秀 樹（令和 5 年 6 月 30 日まで） 

杉野本 智 幸（令和 5 年 6 月 30 日まで） 

森 下 政 昭（令和 5 年 6 月 30 日まで） 

横 田 智 子（令和 5 年 6 月 30 日まで） 

任 期   3 年 

根拠法   人権擁護委員法第 9 条 


